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保護者に負担をかけずに 

　高校進学をめざす 

　　あなたを応援します 

愛知県教育委員会　 
 

 

 

 

○　本県の公立高等学校全日制課程には、「人物が優れており、恵まれない環境を克服し、

向学心に富み、生活態度が他の模範となる」人を対象とする推薦選抜があります。 

○　推薦選抜における「恵まれない環境」とは、２ページの表１で、保護者が(1)から(3)

までの事由のいずれかに該当する場合又は志願者本人が(4)の事由に該当する場合をい

い、事由を証する書類は「証する書類」欄のとおりです。 

○　この推薦選抜には、保護者又は志願者本人からの申し出を受けて、中学校が審査し、

中学校長から推薦されることによって出願できます。大切なことですので、希望する

人は、保護者の方などとよく相談した上で、担任の先生に申し出てください。 

 

 

○　就学支援金とは、授業料負担を軽減するため、国が授業料相当額を支給する

ものです。 

○　就学支援金を受けるためには、４月の入学時に申請する必要があります。 

　（令和４年度入学生の支給額等は、２ページの表２のとおりです。） 

 

 

○　本県では、経済的に困難な人に対して、入学料の免除を行っています。 

○　また、授業料については、前年（または前々年）の所得が高いために就学支援金を

受けられない人が、家庭の経済状況が急変したことにより経済的に困難になった場合

に、就学支援金を受けられるようになるまでの間、減免を行っています。 

○　希望する人は、合格者説明会等での案内を参考に、入学する高等学校に申し出てく

ださい。（令和４年度入学生の条件は、２ページの表３のとおりです。） 

 

 

○　本県では、高等学校等の授業料以外の経済的な負担を軽減するために、条件に当て

はまる人に対して、返済不要な給付金を支給しています。 

○　希望する人は、高等学校等へ入学後、在学する学校が指定する時期に、申請してく

ださい。（令和４年度入学生の条件は、２ページの表４のとおりです。） 

 

 

○　本県では、高等学校の生徒の修学を支援するため、奨学金の貸付を行っており、多

くの生徒が奨学金（貸付）制度を利用して学んでいます。 

○　希望する人は、高等学校等へ入学後、在学する学校が指定する時期（６月頃）に、

申請してください。（令和４年度の条件は、２ページの表５のとおりです。） 

恵まれない環境の中、がんばって勉強に励んでいる人を対象とし

た推薦選抜があります。

入学料及び授業料の減免制度があります。

奨学金（貸付）制度があります。

奨学給付金制度があります。

高等学校等就学支援金制度があります。
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表１　推薦選抜の「恵まれない環境」に該当する事由及び証する書類 

事         由 証 す る 書 類

(1) 生活保護法 (昭和25年法律第144号) (1) 福祉事務所長が発行する生活保護を受け
第６条第１項に規定する被保護者 ていることを証する書類又は既に発行され

たもので、現に保護を受けていることが立
証できる書類

(2) 地方税法 (昭和25年法律第226号) の規定 (2) 市町村長が発行する非課税証明書もしくは
により市町村民税を納付していない者又は 課税証明書又は市町村民税徴収税額通知書
市町村民税の均等割のみ納付している者

(3) 児童扶養手当法 (昭和36年法律第238号) (3) 県知事又は市町村長（県又は市町村が設
の規定により児童扶養手当の支給を受けて 置する福祉事務所の長を含む。）が発行する
いる者 （一部支給者を除く。） 児童扶養手当証書　　　

(4) 児童福祉法 (昭和22年法律第164号) 第27 (4) 児童相談所長もしくは児童福祉施設長が
条第１項第３号の規定により養護に欠ける 発行する措置されていることを証する書類
児童として措置されている者   

（注）県立高等学校においては、(2)及び(3)の証する書類は、前年の生活状況と変化がなければ、
　　入学料免除の申請に兼用することができる。 
  　　 名古屋市立高等学校においては、(1)から(3)までの証する書類は、前年の生活状況と変化が
　　なければ、入学料免除の申請に兼用することができる。 
 
表２　就学支援金の支給額及び確認書類 

支給額 「課税標準額×0.06－市町村民税 課税標準額と市町村民税の調整控除額を
（全日制・年額） の調整控除額」の保護者の合算額 確認できる書類等

  ・個人番号カード等、個人番号がわかる
11万8,800円 30万4,200円未満 書類 

・課税証明書

 ※名古屋市は「市町村民税の調整控除額」に3/4を乗ずる。 
（注）返済の必要はない。 
 
表３　入学料及び授業料の減免に該当する条件及び証する書類（県立高等学校の場合） 

条         件 減免割合 証 す る 書 類

(1) 市町村民税非課税者又は均等割のみ納付  (1) 市町村長が発行する非課税
している者　　　 　　※表１の(2)に同じ  証明書若しくは課税証明書又入学料及び

 は特別税徴収税額決定通知書
(2) 児童扶養手当の支給を受けている者（一

授業料の全部
 (2) 児童扶養手当証書　　　

部支給者を除く。）　　※表１の(3)に同じ
(3) 納付する市町村民税の課税の基礎となる  (3) 市長村長が発行する課税
課税総所得金額等の合計から、16歳未満の  証明書又は特別税徴収税額
扶養親族１人につき330,000円を、16歳以上 授業料の半額 決定通知書
19歳未満の扶養親族１人につき120,000円を
控除した額が、336,000円以下の者

（注）高等学校等就学支援金の支給要件を満たす者にあっては、入学料のみを減免する。 
 
表４　奨学給付金を申請できる条件 

生徒の条件 保護者の条件

　　平成26年度以降に、高等学校等（愛知県 　　申請する年度の７月１日時点で生活保護
外の学校を含む）の１年生に入学した者で、 （生業扶助）受給世帯であるか、保護者全
７月までに高等学校等就学支援金（国の授 員の県民税所得割及び市町村民税所得割が
業料補助）の支給を受ける資格を有する者 非課税（０円）である者

（注）１　給付であるので、返済の必要はない。 
　　  ２　実際に給付を受けられるかどうかは、申請年度の条件により審査した上で決定される。 
　　　　（令和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症対策として、家計急変により申請年 の

年収見込額が非課税相当となった世帯に対象を拡充している。） 
　　　３　保護者の住民票が愛知県外にある場合は、住民票のある都道府県の奨学給付金を申請す 
　　　　ることができる。 
 
表５　奨学金の貸付に該当する条件 

条         件

　親権者又は未成年後見人が愛知県内に在住し、生徒が高等学校等（愛知県外の学校を含む）
に在学の者 
　父母等の課税標準額（市町村民税所得割の課税総所得金額）の合計額から一定額を控除した
後の額が230万円以下の者

（注）貸付であるので、高等学校等卒業後、返還する必要がある。 


